
大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱

●　建築計画の公開及び紛争処理等に係る事務の流れ

建築計画の策定・設計 「建築紛争の未然防止対策」

（確認申請の
　７日前までに）

地域の特性、周辺の居住環境
電波障害等の事前調査

影響を及ぼす者へ事前説明・協議
被害等発生防止措置

「建築計画の公開」

標識の設置

（標識設置後
　　速やかに）

「建築計画の説明」 「自主的な解決」
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（工事に着手する
　　　　　　までに）

説明実施の報告 （説明・対策）

「確認の表示」
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「調整の申出」
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